【第６次募集・農漁業者等用（受付期間：令和７年１２月５日～令和８年１月３０日）】
（様式第９号）

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金概算払請求書

　年　　月　　日　
山梨県知事　殿
（申請者）
住所
名称　　
代表者の役職・氏名

　　　年　　月　　日付け果六第　　　号で交付決定のあった省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金について、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１４条第２項の規定により、次のとおり概算払の請求をいたします。

１　概算払請求額
	補助金交付決定額
1 
	申請割合(80%以内)
2 
	概算払請求額
1 ×　②
	備考

	
	
	
	



２　概算払請求の理由



３　補助金の振込先（申請者名義の口座）

　　　　 振込先金融機関名　　　　　　　　　　 支店名　　　　　　
　　　　 
         預金種別（ 当座 ・ 普通 ）
　　　　
       （フリガナ）（　     　　　　　　　）
　　　 　口座名義　　　　　　　　　    　　　 口座番号　　　　　　　



（添付様式第９号）
　年　　月　　日
山梨県知事　殿
　　　　　　　　　　（申請者）
住所
名称　　
代表者の役職・氏名

誓 約 書（概 算 払）

私、「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」は、補助金の概算払を受けた後、速やかに工事施工者「　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　」に請求された工事代金を支払うとともに、工事の全てが完了し、工事代金を全て支払い後は、速やかに補助金実績報告書を提出することも併せて誓約します。
なお、本件につきまして、審査の結果、概算払いの補助金が交付されないこととなっても異議を申し立てないことを誓約します。





年　　月　　日 
　　　　　　　　　　　　（自筆）　　　 印


上記について、確認しました。
 
　　年　　月　　日 　
施工業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


（様式第１０号）

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金　財産処分承認申請書

　年　　月　　日　
山梨県知事　殿
（申請者）
住所
名称　　
代表者の役職・氏名

　　　　年度省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金により取得した財産を処分したいので省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱第１７条第１項の規定により、次のとおり申請します。　


１　補助金の額の確定通知年月日及び通知番号
    　年　　月　　日付け果六第　　　号

２　処分する財産名等

３　取得価格

４　取得年月日

５　処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日

６　処分の理由

７　処分予定価格



備考　添付書類は別に指示する。


